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事実の概要

　１　事案
　Ｙは、平成 18 年 3月 22 日以降、住居にNHK（原
告）の衛星系テレビジョン放送を受信できるカ
ラーテレビジョン受信設備を設置している。NHK
は、平成 23 年 9 月 21 日到達の書面により、Ｙ
に対し受信契約の申込みをしたが、Ｙはこれに対
して承諾をしていない。
　NHK はＹに対し、放送受信契約に基づき、本
件衛星受信機を設置した日の属する月である平成
18 年 3 月分から平成 25 年 5 月分までの受信料
計 20 万 0,220 円の支払を求めて東京地裁に提訴
した。NHK のＹに対する請求は、①主位的請求
として、放送法 64 条 1 項により NHK による受
信契約の申込みがＹに到達した時点で受信契約が
成立したとの前提に立って、受信料として上記の
額の支払を求める、②予備的請求 1として、Ｙ
は同項に基づき受信契約の締結義務を負うのにそ
の履行を遅滞しているとの前提に立って、債務不
履行に基づく損害賠償として上記同額の支払を求
める、③予備的請求 2として、Ｙは同項に基づ
き原告からの受信契約の申込みを承諾する義務が
あるとの前提に立って、当該承諾の意思表示をす
るよう求めるとともに、これにより成立する受信
契約に基づく受信料として上記同額の支払を求め
る、④予備的請求 3として、Ｙは受信契約を締
結しないことにより、法律上の原因なく原告の損
失により受信料相当額を利得しているとの前提に
立って、不当利得返還請求として上記同額の支払
を求めるものである。
　東京地裁は、民法上、契約は申込みと承諾の意

思表示の合致により成立すること等を根拠に主
位的請求と予備的請求 1には理由がないとする
一方、予備的請求 2を認容した（東京地判平 25・
10・10 判タ 1419 号 340 頁）。これに対して両当事
者が控訴したところ、東京高裁は NHK の予備的
請求 2を認容し、NHK のＹに対する 21 万 5,640
円（受信機設置の翌月である平成 18 年 4月分から平
成 26 年 1 月分までの未払受信料相当額）の支払請
求を認め、Ｙの控訴を棄却した（東京高判平 26・4・
23D1-Law.com 判例体系）。この判決に対して NHK
は上告し、Ｙも放送法 64 条 1 項は訓示規定にす
ぎないこと、仮に受信契約締結を強制する規定で
あるならば、契約の自由、知る権利、財産権等を
侵害し、憲法 13 条、21 条、29 条等に違反する
こと等を主張して上告した。

判決の要旨

　１　放送法 64条 1項の意義
　「放送は、憲法 21 条が規定する表現の自由の
保障の下で、国民の知る権利を実質的に充足し、
健全な民主主義の発達に寄与するものとして、国
民に広く普及されるべきものである。放送法が、
『放送が国民に最大限に普及されて、その効用を
もたらすことを保障すること』、『放送の不偏不党、
真実及び自律を保障することによって、放送によ
る表現の自由を確保すること』及び『放送に携わ
る者の職責を明らかにすることによって、放送が
健全な民主主義の発達に資するようにすること』
という原則に従って、放送を公共の福祉に適合す
るように規律し、その健全な発達を図ることを目
的として（1条）制定されたのは、上記のような
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放送の意義を反映したものにほかならない。」
　この目的の実現のため、放送法は、「公共放送
事業者と民間放送事業者とが、各々その長所を発
揮するとともに、互いに他を啓もうし、各々その
欠点を補い、放送により国民が十分福祉を享受す
ることができるように図るべく、二本立て体制を
採ることとした」。そして同法は、その一方を担
う公共放送事業者として NHK を設立することと
し、その目的、業務、運営体制等を定め、「民主
的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営さ
れる事業体として性格付け、これに公共の福祉の
ための放送を行わせることとした」。
　放送法が、NHK につき、財源を受信設備設置
者から支払われる受信料によって賄うこととして
いるのは、「特定の個人、団体又は国家機関等か
ら財政面での支配や影響が原告に及ぶことのない
ようにし、現実に原告の放送を受信するか否かを
問わず、受信設備を設置することにより原告の放
送を受信することのできる環境にある者に広く公
平に負担を求めることによって、原告が上記の者
ら全体により支えられる事業体であるべきことを
示すものにほかならない」。
　これに加え、放送法の制定・施行に際し、「旧
法下において実質的に聴取契約の締結を強制する
ものであった受信設備設置の許可制度が廃止され
るものとされていたことをも踏まえると、放送法
64 条 1 項は、原告の財政的基盤を確保するため
の法的に実効性のある手段として設けられたもの
と解されるのであり、法的強制力を持たない規定
として定められたとみるのは困難である。」
　「そして、放送法 64 条 1 項が、受信設備設置
者は原告と『その放送の受信についての契約をし
なければならない』と規定していることからする
と、放送法は、受信料の支払義務を、受信設備を
設置することのみによって発生させたり、原告か
ら受信設備設置者への一方的な申込みによって発
生させたりするのではなく、受信契約の締結、す
なわち原告と受信設備設置者との間の合意によっ
て発生させることとしたものであることは明らか
といえる」。放送法自体に「受信契約の締結の強
制を実現する具体的な手続は規定されていない
が、民法上、法律行為を目的とする債務について
は裁判をもって債務者の意思表示に代えることが
できる旨が規定されており（同法 414 条 2 項た
だし書）、放送法制定当時の民事訴訟法上、債務

者に意思表示をすべきことを命ずる判決の確定を
もって当該意思表示をしたものとみなす旨が規定
されていたのであるから（同法 736 条。民事執
行法 174 条 1 項本文と同旨）、放送法 64 条 1 項
の受信契約の締結の強制は、上記の民法及び民事
訴訟法の各規定により実現されるものとして規定
されたと解するのが相当である。」
　二本立て体制の下での NHK の財政的基盤を安
定的に確保するためには、「基本的には、原告が、
受信設備設置者に対し、同法に定められた原告の
目的、業務内容等を説明するなどして、受信契約
の締結に理解が得られるように努め、これに応じ
て受信契約を締結する受信設備設置者に支えられ
て運営されていくことが望ましい」。

　２　放送法 64条 1項の憲法適合性について
　「電波を用いて行われる放送は、電波が有限で
あって国際的に割り当てられた範囲内で公平かつ
能率的にその利用を確保する必要などから、放送
局も無線局の一つとしてその開設につき免許制
とするなど（電波法 4条参照）、元来、国による
一定の規律を要するものとされてきたといえる。
……具体的にいかなる制度を構築するのが適切で
あるかについては、憲法上一義的に定まるもので
はなく、憲法 21 条の趣旨を具体化する前記の放
送法の目的を実現するのにふさわしい制度を、国
会において検討して定めることとなり、そこには、
その意味での立法裁量が認められてしかるべきで
あるといえる」。
　二本立て体制の下、NHK を存立させ、「これを
民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運
営される事業体たらしめるためその財政的基盤を
受信設備設置者に受信料を負担させることにより
確保するものとした仕組みは、……憲法 21 条の
保障する表現の自由の下で国民の知る権利を実質
的に充足すべく採用され、その目的にかなう合理
的なものであると解されるのであり、かつ、放送
をめぐる環境の変化が生じつつあるとしても、な
おその合理性が今日までに失われたとする事情も
見いだせないのであるから、これが憲法上許容さ
れる立法裁量の範囲内にあることは、明らかとい
うべきである。このような制度の枠を離れて被告
が受信設備を用いて放送を視聴する自由が憲法上
保障されていると解することはできない」。
　受信料の支払義務を受信契約により発生させる
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こととするのは、NHK が、「基本的には、受信設
備設置者の理解を得て、その負担により支えられ
て存立することが期待される事業体であることに
沿うもので」、相当な方法である。
　一方当事者たる原告が策定する放送受信規約に
よって受信契約の内容が定められる点について
は、この内容は、放送法に「定められた原告の目
的にかなうものとして、受信契約の締結強制の趣
旨に照らして適正なもので受信設備設置者間の公
平が図られていることを要するものであり、放送
法 64 条 1 項は、受信設備設置者に対し、上記の
ような内容の受信契約の締結を強制するにとどま
ると解されるから、前記の同法の目的を達成する
のに必要かつ合理的な範囲内のものとして、憲法
上許容されるというべきである。」

判例の解説

　一　争点
　NHK の基本的な財源は、受信設備設置者から
徴収される金員、すなわち受信料である。日本の
受信料制度の特徴は、放送法 64 条 1 項により契
約締結義務方式を採用している点にある。
　本判決では、①放送法 64 条 1 項の法的性格と
合憲性、②受信契約は放送設備設置者に対する
NHK の契約申込みにより成立するか、契約の承
諾の意志表示を命ずる判決の確定によって成立す
るのか、③受信料を支払う義務は受信設備を設置
した月から発生するか、契約が成立した日からか、
④消滅時効の起算点はどこか、が問題となった。
　多数意見は、①受信契約締結の強制を定める放
送法 64 条 1 項は合憲、②受信契約は契約の承諾
の意志表示を命ずる判決の確定によって成立す
る、③受信料を支払う義務は受信設備を設置した
月から発生する、④消滅時効の起算点は判決確定
により契約が成立した日からになる、と判示した
（木内裁判官の反対意見、岡部、鬼丸、小池・菅野各
裁判官の補足意見がある）。この解説では、主に①
について検討し、民事法上の論点については民法
（財産法）分野での解説に委ねたい１）。

　二　国民の知る権利充足のための放送法
　本判決は、まず、受信料制度を含む放送法を、
国民の知る権利充足のための具体化法として把握
する。

　それによれば、憲法 21 条の表現の自由の保障
の下、放送は国民の知る権利の実質的な充足、健
全な民主主義の寄与のため国民に広く普及される
べきであるという。そのうえで本判決は、以上の
憲法 21 条の趣旨、それを反映させた放送法 1条
の目的規定、この目的を実現する二元体制の意義、
二元体制の一方を担う NHK の目的・業務・運営
体制、NHK の公共的性格を財源の面から支える
受信料制度（特定の個人、団体又は国家機関等から
財政面での支配や影響が NHK に及ばないよう受信設
備の設置者に広く公平に負担を求める受信料制度）
という具合に憲法と放送法体系の緊密な内的連関
を抽出するのである。
　放送法のこのような捉え方は、従来の判例を基
本的に踏襲したものである２）。また、法務大臣権
限法 4条に基づき最高裁に提出された法務大臣
意見書は、NHK の主要な役割を災害・有事に際
しての正確な情報提供に求めていたが、NHK の
役割を憲法 21 条から説き起こす本判決とは対照
的である３）。

　三　受信料制度の合憲性
　放送法64条 1項の意義を以上のように確認し、
放送法制定過程等も踏まえ訓示規定でないと指摘
した後、本判決は以下の 2点に分けて受信料制
度の合憲性を論じている。

　１　受信設備設置者に受信料支払義務を課す
　　　制度の合憲性
　本判決は、電波の有限性等を挙げながら４）、憲
法 21 条の趣旨を具体化する放送法の目的の実現
にふさわしい制度の構築に関し立法裁量が認めら
れると説く。そのうえで、二元体制の下で、公共
放送事業者を民主的かつ多元的な基盤に基づき自
律的に運営される事業体たらしめる標題の仕組み
は、国民の知る権利の実質的な充足という究極目
的に拘束される立法裁量の範囲内にあり、合憲と
判断した。
　本判決は、放送制度を権利の侵害として構成す
る「権利侵害思考」ではなく、憲法上保障された
権利（国民の知る権利）の実現が法律による具体
化に依存するという「制度的思考」に依拠しつつ、
標題の受信料制度の合理性を二元体制の合理性の
問題に還元させて論じたといえる５）。
　では、二元体制の合理性はどの点に求められる
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か。本判決は、放送法制定にあたっての政府説明
を踏まえた指摘を行っている。全国あまねく放
送を行い全国民の要望を満たす NHK と個人の創
意・工夫による自由な民間放送による各長所の発
揮、各欠点の相互補完という論理である６）。しか
し、この考え方に対しては、現在では民間放送も
ネットワークにより全国にわたって放送している
こと、NHK 内における個人の創意・工夫が民間
放送に比べ劣るものとはいえないこと等の批判が
ある７）。本判決の説く究極目的である国民の知る
権利の実質的な充足の観点から、二元体制の合理
性をさらに検討する必要があろう。
　この点につき、おそらく本判決の論旨全体が参
考にしたと思われる長谷部恭男教授の次のような
見解が参考になる。
　消費の競合性と排除性が妥当しない極端な公共
財であるがゆえに価格メカニズムが適切な配分を
行いえない放送サービスについては、まずは広告
料をとるかわりに視聴者には広告を視聴するとい
うコストを課す制度が考えられるものの、これだ
と広告主の影響が強くなるため番組内容が画一化
するおそれがある。そこで、受信料等、広告を財
源としない放送機関を並存させることにより番
組の多様性や質の維持を図ることが考えられる。
NHK の番組は、民間放送番組の多様化や高品質
化の基準として機能するのである（模範機能）。そ
うであるならば、「受信料を財源とする放送機関
の並存が……視聴者全体の利益に貢献している以
上、実際に個々の視聴者が NHK を視聴するか否
かにかかわらず、受信設備を設置した者すべてに
受信契約義務を課する現在の法制には、合理的な
根拠がある」８）。
　公共放送の維持運営はその模範機能により民間
放送の番組のみを視聴する者の利益にもなってい
ることに考えを及ぼすならば、本判決の指摘する
通り、制度の枠を離れて民間放送を視聴する自由
が憲法上保障されているとは言い難い９）。

　２　受信契約締結強制の合憲性
　標題につき、本判決は、受信料の支払義務を受
信契約により発生させることは、NHK が基本的
には受信設備設置者の理解を得て、その負担によ
り支えられて存立することが期待される事業体で
あることに沿う相当な方法であると述べるのみで
ある。学説上、「現行法は、受信料支払義務の確

定を契約締結と結合させているが、それ以外の義
務を受信者に課していないので、契約強制の合理
性の判断は、受信機設置者から受信料を徴収する
ことの合理性に収斂することになる」10）と指摘さ
れてきた。この学説を踏まえ、１で触れた受信料
制度の合理性が示された以上、契約締結強制につ
いて改めて詳しく論ずるまでもないとの考慮が
働いたのであろう。また、本判決は、放送法 64
条 1項の文言を根拠にNHKの主位的請求を退け、
受信契約は契約の承諾の意思表示を命ずる判決の
確定により成立すると結論づけたため、契約締結
強制による財産権的制約の程度が低いことも考慮
したといえよう。
　ただし、本判決は受信設備設置者の理解を得る
ことを指摘することにより以上の結論を裏付けて
もいる。ここでは、視聴者が契約を介して NHK
を支えることを強調していると見ることもでき
る 11）。

●――注
１）平野裕之「放送法 64 条 1 項の受信契約締結義務及び
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版 2017 年 12 月 22 日掲載）。

２）最判平 20・6・12 民集 62 巻 6号 1656 頁等。
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巻 3号（2009 年）1頁以下等。
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